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平成 23年度 施策評価シート 

■対象施策 

分野 安全に安心して暮らせるまち 

施策 昼間区民への災害時支援体制を確立します 

めざすべき 

５年後の姿 

●地域や関係機関との連携による、実効性の高い帰宅困難者に対する支援体制が確立されている。 
●帰宅困難者支援場所、備蓄倉庫（備蓄物資）が充実している。 

現状と課題 ●千代田区では、交通機関の不通等により、日中 57万人もの帰宅困難者が発生し、地域での混乱が予想
されるため、その対策が求められています。 

課題解決 

の方向性 

●ターミナル駅を中心とする「帰宅困難者対策地域協力会」の支援をします。 
●帰宅困難者対策の定期的な訓練を実施します。 
●住民・事業者・行政等との連携を強化します。 

施策概要 区では、大地震に備え、避難所や区立施設、民間の協力のもとで設置している備蓄倉庫等に、発災後 3
日間程度に必要な物資を備蓄しています。さらに、企業・事業所の自助を進めるため、企業・事業所に対し
て、備蓄物資購入の費用助成を行っています。 
また、昼間人口が 85 万人ともいわれる本区では、大地震が起こった場合、在勤・在学者等多数の帰宅

困難者の発生が懸念されます。そうした事態に備え、区では地元企業で構成する帰宅困難者対策地域協
力会を中心として、発災時の帰宅困難者への対応を想定した帰宅困難者対応訓練を実施しています。 
東日本大震災の教訓を踏まえ、これらの事業の見直しを進めるとともに、帰宅困難者を受け入れられる

民間協力施設をさらに確保するため、企業等に一時受入に関する協定等の締結を働きかけています。 

■施策経費 

 単位 22年度 
23年度 

(決算は見込み) 
24年度 

事業費 千円 
予算    ２９，３６４千円 予算    ２９，９５７千円 予算    ２３，７３２千円 

決算    １６，０５０千円 決算    １２，０４４千円 ― 

区民一人当たりコスト 円            ３３２円           ２４５円 ― 

■施策の成果と達成状況 

内

部

評

価 

施
策
の
成
果
と
達
成
状
況 

目指すべき 5 年後の姿（１）「地域や関係機関との連携による、実効性の高い帰宅困難者に対する支援体制が確立されている。」

（２）「帰宅困難者支援場所、備蓄倉庫（備蓄物資）が充実している。」を実現するため、①帰宅困難者を対象とした訓練の見直し②

帰宅困難者対策地域協力会の支援③帰宅困難者用備蓄物資の整備拡充④企業・事業所等の防災力向上のための助成制度⑤帰

宅困難者一時受入施設の確保などの取組みにより施策（26）を推進してきました。 

57万人もの帰宅困難者に対応するためには、区の対策のみでは限界があります。このため、「協助」の観点から区内ターミナル駅を

中心とする帰宅困難者対策地域協力会を発足させるとともに設立後の活動を支援しつつ、平成 15 年度から帰宅困難者避難訓練を

行ってきました。東日本大震災を契機に従来の訓練を見直し、震災時に課題となった情報伝達や帰宅困難者の受け入れ等、実践

的な内容に訓練を改めました。さらに、平成 24 年度からは従来の企業・事業所等を対象とした補助金の支給要件を緩和し、町会加

入の企業等の補助率を引き上げるとともに未加入の企業等も対象としました。（補助率は加入の有無により異なります）また、一度

限りではなく 3年ごとの利用が可能になるなど、企業等の自助を促進するために、利用しやすい制度に改めました。 

 また、従来から区内大学やホテルと締結していの帰宅困難者の災害時受け入れに関する協定の締結先をさらに拡大し、大規模集

客施設やオープンスペースのある民間ビルなど、協力いただける施設を可能な限り確保していきます。 

これらの取組みを総合的に進めていき、目指すべき 5年後の姿の実現に向けて取り組んでいきます。 

課
題
と 

今
後
の
対
応 

帰宅困難者対策地域協力会加入促進に関しては、加入のメリット等をわかりやすく示しつつ、参加企業を拡充していきます。ま

た、民間企業等による帰宅困難者受入協定締結については、受入時の責任区分の明確化など、協定締結へのボトルネックを分析

し、区として必要な措置を検討することが重要であると考えます。その際には、協定締結の実績のある他区へヒアリングを実施する

などして、着実に協定締結先を増やしていく方策を検討していきます。 

施策番号 ４－26 

担当部署 環境安全部 
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■事務事業評価（５年後の姿を実現するための主な取組み） 

主な取組み（事務事業名） 基本計画目標達成へ向けた進捗状況 

帰宅困難者用備蓄物資の整備拡充 
実績 目標 

平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

指標 
備蓄倉庫の備蓄物資再

整備 
― ５９箇所 ６７箇所   

予算 

決算 

22年度事業費予算 ４，０２２千円  23年度事業費予算      １２，０７９千円 24年度事業費予算 

予算統合のため予算額明記できず 

22年度事業費決算   ３，９７９千円 23年度事業費決算（見込み）  ５，１４８千円 ― 

事
業
の
成
果
と
達
成
状

況 

指標・目標値として挙げている「備蓄倉庫の備蓄物資再整備 67 か所」に備蓄する物資は、帰宅困難者用に限定したものではなく、避難所

や二次避難所への避難者等に提供するものも含めたものとなっています。23年度末時点で備蓄倉庫は 59か所であり、引き続き 67か所へ

の配備を進めていきます。平成 23 年度は、東日本大震災の教訓を踏まえ、帰宅困難者用の備蓄物資を民間倉庫等に再配備する一方、6

か所の帰宅困難者支援場所のあり方を見直し、区民・昼間区民を問わず災害時に一時的に退避するための場所である「災害時一時退避

場所」として位置づけました。「災害時一時退避場所」では物資等の配布は行わず、危険回避と情報提供の場として災害時に運営されま

す。 

分類 拡充 継続 統合 縮小 廃止・完了 

今
後
の 

方
向
性 

従来の帰宅困難者支援場所での物資配給から、大規模集客施設等の民間の協力施設である「帰宅困難者一時受け入れ施設」での備蓄及

び物資配給に改めていきます。 

備蓄物資に関しては、災害当初の３日間を乗り切るための飲料水や携帯食料、簡易トイレの他、毛布や防寒用ブランケット、情報提供のた

めのホワイトボードやトランジスタメガホンなど、真に必要な物資を重点的に配備していきます。 

主な取組み（事務事業名） 基本計画目標達成へ向けた進捗状況 

帰宅困難者対応訓練  
実績 目標 

平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

指標 一斉防災訓練参加者数 ― 25,441人 30,000人   

予算 

決算 

22年度事業費予算 １０，２４３千円 23年度事業費予算       ９，８７８千円 24年度事業費予算  ９，８３２千円 

22年度事業費決算  ６，１７１千円 23年度事業費決算（見込み）  １，０３９千円 ― 

事
業
の
成
果
と
達
成
状
況 

帰宅困難者対応訓練に先立って行われた国内初となる一斉防災訓練（シェイクアウト訓練）には、25,441 人が参加し、その後引き続き各

地域協力会や帰宅困難者一時受入施設等で実施された訓練には 1,115人が参加しました。自助の向上を目指す一斉防災訓練参加者数は

目標値 1 万人を大幅に超え、従来の訓練参加者数を大きく上回りました。また、東日本大震災の教訓から「徒歩帰宅訓練」を廃止するなど

訓練内容を見直し、帰宅困難者の発生を抑制するとともに、災害時に必要な情報伝達や帰宅困難者一時受け入れ施設の運営などの実践

的な方向に重点を置き、本事業の有効性を向上させました。帰宅困難者の支援体制の確立には不断の訓練内容の見直しと実践的な訓練

実施が不可欠であり、本事業の施策（26）への貢献度は非常に高いと考えられます。 

分類 拡充 継続 統合 縮小 廃止・完了 

今
後
の 

方
向
性 

帰宅困難者は未然にその発生を抑制することが重要です。その意味において、帰宅困難者対応訓練の実施及び帰宅困難者受入施設の確

保と並行し、「あわてて帰宅しない、企業でも最低３日分の備蓄を」などの普及啓発により重点的に取り組んでいく必要があります。また、地

震発生時に適切な初動対応が出来ず怪我をすれば、状況確認後に帰宅すること自体困難となることから、初動訓練である一斉防災訓練を

引き続き帰宅困難対応訓練の一部として実施していきます。あわせて、こうした訓練実施を通じた普及啓発について、他区や東京都との広

域的な連携も視野に入れた検討を行っていきます。 
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主な取組み（事務事業名） 基本計画目標達成へ向けた進捗状況 

帰宅困難者対策地域協力会 
実績 目標 

平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

指標 
帰宅困難者対策地域協

力会の会員増加率 
― ２％増 ３％増 ３％増 ３％増 

予算 

決算 

22年度事業費予算 ４，０００千円 23年度事業費予算       ４，０００千円 24年度事業費予算   ４，０００千円 

22年度事業費決算  ４，０００千円 23年度事業費決算（見込み）  ４，０００千円 ― 

事
業
の
成
果
と
達
成
状
況 

平成23年度『予算の概要』に掲載されている指標・目標値は「訓練参加団体数・60団体」ですが、実際には東日本大震災の教訓を踏まえ徒

歩帰宅訓練の廃止など訓練内容の大幅な変更があったことからこれを見直し、「帰宅困難者対策地域協力会の会員増加率・２％増」を指

標・目標値としました。地域協力会は千代田区災害対策基本条例に基づく自主防災組織ですが、地域防災力向上のため区としても加入促

進を支援した結果、平成 22年度から平成 23年度にかけて地域協力会の会員団体数は 136団体から 139団体へと３団体増加し、目標は達

成しました。自主的な防災ネットワークの広がりが災害発生時の被害を最小限に止める基盤となるため、着実に会員団体を増やしていくこと

は本事業の効果を測る中間的な指標となります。本事業は、特に「協助」の側面からの施策（26）への貢献度が非常に高いと考えられます。 

分類 拡充 継続 統合 縮小 廃止・完了 

今
後
の 

方
向
性 

地域協力会への参加団体を着実に増やしていくには、多くの従業員を抱える大企業等に率先して加入してもらうことによる波及効果を期す

ることが重要と考えます。千代田区内には 500 人以上の従業員を抱える事業所が 214 ありますが、一つの目安として、平成 26 年度までに

少なくともこの 7割に相当する 150社の会員団体数を目標とします。また、各地域協力会の口コミにより参加企業を拡充しているが、活動に

関心を示している企業等を着実に捉え、地域協力会の加入メリット等をわかりやすく示して加入促進に繋げていきます。 

主な取組み（事務事業名） 基本計画目標達成へ向けた進捗状況 

企業・事業所等の災害対策 
実績 目標 

平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

指標 
●補助団体数増加率 

●調査の実施時期 

 

１件 

 

   ２２件 

●50％増（60団

体） 

●平成 24年９月

末まで 

●60団体 ●60団体 

予算 

決算 

22年度事業費予算 １１，０９９千円 23年度事業費予算      ４，０００千円 24年度事業費予算   ９，９００千円 

22年度事業費決算 １，９００千円 23年度事業費決算（見込み）１，８５７千円 ― 

事
業
の
成
果
と
達
成
状

況 

22年度は 40事業所を補助対象として予算計上したが、制度の普及が十分でなかったため１件の実績であった。 

23年度は 22年度同様予算計上し、普及に努めたことで目標の 40件を満たさなかったが、22件の実績であった。 

 

分類 拡充 継続 統合 縮小 廃止・完了 

今
後
の 

方
向
性 

24 年度から、より事業所等の備蓄を促進するため、これまで１回限りとしていた補助を３年ごとに更新可能とした。また町

会加入要件を見直し、町会に加入する事業所等よりも補助率が低くなるものの未加入でも申請可能とした。 

震災以降、事業所等の防災意識は非常に高まっており、積極的に備蓄物資等の整備に取り組む状況がうかがえる。こうした

中で備蓄物資の購入等に余力が回らない中小規模の事業所等に対しては、継続的に制度の普及に努め、新規及び更新申

請を促進していく。 
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※本シートは、区民参加会議時点での事業部による内部評価であり、区民参加会

議や外部評価の結果などを受け、今後その指摘事項等を反映する予定のため、現

在の評価内容とは必ずしも一致しない。 

 

 

 

 

 

主な取組み（事務事業名） 基本計画目標達成へ向けた進捗状況 

帰宅困難者一時受入施
設の確保  

実績 目標 

平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

指標 ― ― ― ― ― ― 

予算 

決算 

22年度事業費予算      ― 23年度事業費予算            ― 24年度事業費予算      ― 

22年度事業費決算      ― 23年度事業費決算（見込み）      ― ― 

事
業
の
成
果
と
達
成
状
況 

帰宅困難者は区内全域で 57 万人発生すると想定されています。区としては、危険でなければ建物内に留まることを呼びか

けており、帰宅困難者の発生を出来る限り抑制することが重要と考えています。一方、観光客などの来街者が一時避難でき

る民間施設をさらに確保する必要があり、集客施設や企業等に帰宅困難者一時受入協定の締結を働きかけています。平成

23 年度は、大妻女子大学、株式会社東京 FM 及び財団法人総評会館と協定締結に至りました（過去の実績は区内８大学、

ホテルメトロポリタンエドモント及びホテルニューオータニ）。本取組みは、予算化された事務事業ではありませんが、区有施

設等だけで帰宅困難者一時受入を対応することは困難であり、民間企業等の協力を引き出す本取組みの必要性は高く、施

策（26）への貢献度は非常に高いと評価しています。 

分類 拡充 継続 統合 縮小 廃止・完了 

今
後
の 

方
向
性 

民間企業等と帰宅困難者受入協定の締結をさらに進めるためには、受入時の区と受入先の責任区分の明確化などの課題

がクリアされる必要があります。まずは、帰宅困難者受入協定の実績がある他区へのヒアリング実施などにより、協定締結

へのボトルネックを分析し、区として必要な措置を検討するとともに、現在交渉中の民間企業等との交渉を引き続き着実に

進めます。帰宅困難者の発生抑制とあわせ、一施設でも多くの受入施設の確保していくことにより本取組みの有効性を高め

ていきます。 
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５年後の姿を実現するための主な取組み（施策評価シート掲載事業） 

 

事業名 
事業目的 

（何のために実施するのか） 

事業の対象 

（主に誰を対象とした事業か） 

事業内容 

（どのような事業か。直接実施の場合はその実施内容や規模、 

間接実施の場合は、補助要件や金額などを具体的に記入） 

帰宅困難者用備蓄物資の整

備拡充 

帰宅困難者の一時的な避難と円滑な帰

宅が可能となるよう、備蓄物資を計画的に

整備することを目的としています。 

帰宅困難者 帰宅困難者用の簡易食料、給水袋、携帯トイレ等を民間備蓄倉庫等に整備しています。

現在、帰宅困難者の一時的な避難と情報提供等を行う「帰宅困難者支援場所」は、区内に

6か所あります（皇居外苑、皇居東御苑、外堀公園、北の丸公園、日比谷公園、真田堀運

動場）。平成 23 年度は、東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画の改定の中で 6 か

所の帰宅困難者支援場所のあり方を見直すこととしました。具体的には、区民・昼間区民

を問わず災害時に一時的に退避するための場所である「災害時一時退避場所」と位置づけ、

物資提供はせず防災行政無線による情報提供のみを行う場所としました。これに伴い、平

成 24年度以降、帰宅困難者一時受入施設を一層拡大し、あわせて帰宅困難者用の備蓄物

資を再整備していきます。 

帰宅困難者対応訓練 大規模地震が発生した場合、交通機関の

停止等により区内全域で約 50 万人

（H24.5 東京都想定）の帰宅困難者の発

生が予想されています。このため、住民・

事業者・行政等が幅広く参加する訓練を実

施し、区民や事業所等の防災意識の高揚を

図るとともに、災害時の備えに対する検

証・確認を行うことを目的としています。 

事業所、防災機関等、住民 千代田区では、平成 15年度から全国に先駆けて帰宅困難者避難訓練を実施しました。

千代田区内全ての人を対象に、区と帰宅困難者対策地域協力会が主催する訓練です。平成

22 年度訓練では新たな試みとして「多言語支援センター」を設置し外国人への対応や防

災意識の啓発を図りました。また、平成 23年度からは東日本大震災の教訓を生かし、「徒

歩帰宅訓練」を廃止するなど、より実践的な訓練に見直しました（平成 24 年 3 月 9 日

実施）。あわせて訓練の名称も、帰宅困難者「対応」訓練に変更しました。また、平成 23

年度は、地震が発生したとの想定で訓練参加者が一斉に防御行動をとる「シェイクアウト

訓練」を訓練帰宅困難者対応訓練の冒頭で行いました。シェイクアウト訓練を皮切りに、

デジタル式無線機等の活用による情報受発信訓練、帰宅困難者への情報提供等支援訓練、

帰宅困難者受け入れ施設の運営訓練等を実施しています。こうして「まずは身を守る」、「あ

わてて帰宅しない」など防災意識の啓発を図るとともに、災害時の備えに対する検証・確

認を行っています。 
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帰宅困難者対策地域協力会 膨大な数の帰宅困難者対策は区のみで

は困難であり、地域や事業所との連携・協

力による対策が必要です。そのため、帰宅

のための情報提供など、帰宅困難者支援を

区と一体となって行う「帰宅困難者対策地

域協力会」の活動を支援しています。 

事業所、商店会、町会 平成 16年１月から地元企業が主体となって「帰宅困難者対策地域協力会」が自主防災

組織として設立され、現在は「東京」・「飯田橋」・「四ツ谷」・「秋葉原」の各駅周辺地域に

４団体が組織されています。区は地域協力会に対して、帰宅困難者対策にかかる事業経費

を補助しています（年間限度額 100万円）。地域協力会は、平時には防災訓練等により地

域防災力の向上に努め、災害時には帰宅困難者に対する情報提供等の支援活動を行うな

ど、都市部特有の問題である帰宅困難者対策に取り組んでいます。東日本大震災では、多

くの帰宅困難者で駅周辺等が混乱しましたが、地域協力会は駅周辺での地図の配布や受入

施設での毛布の配布、帰宅困難者への情報提供などの支援活動を実施しました。 

企業・事業所等の災害対策 帰宅困難者対策では、帰宅困難者の発生

を未然に抑制することが重要です。そのた

め区は、事業所等へ「あわてて帰宅しない」

や「3日分の備蓄」の普及啓発に努めてい

ます。しかし、平成 22年度に実施した千

代田区事業所防災アンケートでは、水・食

料を「備蓄している」事業所は 31％であ

り、「備蓄の予定はない」と回答している

事業所が 37％でした。多くの事業所で備

蓄が進んでいないことから、備蓄率向上を

図るため備蓄物資購入費用の一部を助成

しています。 

従業員 5 人以上 300 人未満の事業

所 

区内事業者がその従業員や顧客のために備蓄する物資の費用の一部を助成します。平成

23年度までは、事業者が町会に加入していることが助成要件で助成率は一律 2分の１で

したが、より利用しやすい制度とし、企業の備蓄率向上を図るため、平成 24年度に助成

要件を緩和しました。具体的には、「町会に加入してその活動に恒常的に参加しており、

町会長の推薦がある事業所」は対象経費の３分の２、「この条件を満たさない事業所」は 3

分の１の助成率（いずれも限度額 10万円）としました。また、これまで１回限りの申請

でしたが、3年毎に助成金の申請をすることができるようにしました。なお、備蓄物資購

入費用の助成は、地域防災組織（町会）やマンションに対しても行っており、平成 24年

度には助成制度間の整合性を図るとともに、いずれの制度についても助成対象の拡大など

の要件緩和を行いました。 

帰宅困難者一時受入施設の

確保 

帰宅困難者の発生を出来る限り未然に

抑制するべく、なるべく事業所に留まるこ

とを呼びかけるとともに、来街者など留ま

るべき建物がない方等が一時避難できる

民間施設をさらに確保していきます。 

帰宅困難者 平成 23年度末現在、区内 10大学のうち、大妻女子大学、東京家政学院、二松学舎大

学、日本大学、上智大学、専修大学、法政大学、明治大学の 8大学と「大規模災害時にお

ける被災者受け入れに関する協定」を締結しています。未締結の日本歯科大学、共立女子

大学とも現在協議中です。また株式会社エフエム東京、財団法人総評会館、ホテルメトロ

ポリタンエドモント、ホテルニューオータニとも同様の協定を締結済みです。千代田区で

は、危険でなければ建物内に留まることを呼びかけており、帰宅困難者の発生を出来る限

り抑制することが重要と考えていますが、観光客などの来街者が一時避難できる民間施設

をさらに確保する必要があると考えており、集客施設や企業等に帰宅困難者一時受入協定

の締結を働きかけています。今後は、区と受入先の責任区分の明確化などの課題をクリア

し、協定締結先を拡大していきます。 

 

５
 
区
民
参
加
会
議
資
料

 

（
２
）
環
境
安
全

 
資
料
３

 



  

 

 

202 

５年後の姿を実現するための関連する取組み 

 

事業名 
事業目的 

（何のために実施するのか） 

事業の対象 

（主に誰を対象とした事業か） 

事業内容 

（どのような事業か。直接実施の場合はその実施内容や規模、 

間接実施の場合は、補助要件や金額などを具体的に記入） 

防災意識の普及・啓発（起

震車・防災講演会・防災貢

献者表彰） 

起震車： 

地震発生装置により模擬的に地震を体

験し、いざという時に必要な行動や心構

えを身につけることが目的です。 

 

防災講演会・防災貢献者表彰： 

区民や事業所等の防災意識高揚を図り

ます。 

起震車： 

千代田区内の事業所・学校・町会・

マンション等の団体 

 

防災講演会・防災貢献者表彰： 

区民、区内事業所、在勤者等 

起震車： 

起震車による地震体験乗車を希望する区内事業所等のため、起震車を運行しています。

体験乗車を通じて地震の怖さを知り、自宅で、会社で、学校で起こったら、などさまざま

な状況を想定して、身の安全を守るためには何をすべきか等について、広く普及啓発して

います。 

 また、申込みに基づく運行のほか、平成 23 年度後期からは区内主要駅付近（日比谷公

園、区政会館、秋葉原 UDX）において起震車を定期的に運行し、更なる普及啓発に努めて

います。 

 

防災講演会・防災貢献者表彰： 

防災週間に合わせ、専門家等を講師に招いた講演会や防災貢献者に対する表彰を実施し

ています（ＮＨＫ及び丸の内・麹町・神田の各消防署と共催）。区内には、約３万４千の事

業所があり、平日昼間には約 85 万人の人々が活動しています。このような状況の中で大

規模災害が発生した場合、行政だけで被災者の応急活動を行うことは困難です。そこで、

事業所が「自らの命は自らが守る・組織は組織で対応する」という災害対策の基本を認識

し、地域社会における構成員としての社会的責任を自覚し防災体制を充実強化していくこ

とを目的として防災講演会を開催し、あわせて防災貢献者表彰を行っています。平成 23

年度は、目黒公郎氏（東京大学大学院情報学環教授、東京大学生産技術研究所都市基盤安

全工学国際研究センター長）を講師に招き、「東日本大震災を踏まえて～首都圏の皆様が学

ぶべき教訓と今後の防災対策のあり方～」をテーマに講演いただき、会場の日比谷公会堂

には 500名近い聴衆が集まりました。また、同時開催の防災貢献者表彰では、東京国際フ

ォーラム、秋葉原ダイビル、オリエントコーポレーションの３団体が表彰されました。 
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「従業員用のみ備蓄」が 26%、「従業員、顧客用ともに備蓄」が５％となっている。 

水・食料備蓄の有無 
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施策 26：昼間区民への災害時支援体制を確立します これまでの主な取組みと課題 
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